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第 1節 航空機騒音調査 

第１ 航空機騒音固定点調査 

１ 調査概要 

(１) 調査目的 

  東京国際空港（羽田空港）に離着陸する航空機の騒音の影響は、他の騒音発生源

とは異なり、大田区内及び周辺の広い地域に及んでいる。 

そこで、空港周辺の航空機騒音の発生状況を把握するため、空港周辺に調査地点

を決め、固定局として設置し、騒音発生回数および騒音レベルを年間通じて 24 時

間の連続測定を行っている。調査結果は、環境基準の適合状況の確認に活用してい

る。 

 

(２) 調査地点（固定局） 

調査は表１の固定局３地点で行った。調査地点（固定局）の位置については図１、

状況は図２のとおりである。 

地域類型Ⅰ・Ⅱは、環境省告示「航空機騒音に係る環境基準について」によって

定められている。Ⅰを当てはめる地域は専ら住居の用途に供される地域、Ⅱを当て

はめる地域はⅠ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域とされ

ている。 

 

表１ 調査地点（固定局）及び基準値 

 固定局名 住 所 地域類型 Lden 基準値※ 

№１ 大田市場 東海三丁目２番１号 Ⅱ 62dB以下 

№２ 中富小学校 大森東五丁目６番 24号 Ⅰ 57dB以下 

№３ 新仲七町会会館 羽田五丁目 14番９号 Ⅰ 57dB以下 

※Lden ：航空機騒音の環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 固定局配置地図 

新仲七町会会館 
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(３) 調査期間 

令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで 

  

(４) 調査項目 

ア 最大騒音レベル 

イ 単発騒音暴露レベル 

ウ 騒音発生時刻 

エ 騒音発生回数 

 

(５) 調査方法 

各固定局には、図２調査地点の状況のように航空機騒音自動測定装置を設置し

ている。周波数重み付け特性はＡ特性を、時間重み付け特性はＳを用いる。 

騒音レベルが暗騒音レベルより 6.0dB 以上で８秒以上継続したとき、この最大

騒音レベル、単発騒音暴露レベルと発生時刻を記録する。これから航空機騒音測

定・評価マニュアル（令和２年３月環境省）に基づき、異常・不審データを削除

し、暗騒音の影響を考慮して最大騒音レベルが暗騒音レベルより 10.0dB 以上大

きいデータを航空機騒音とした。 

環境基準は Lden（時間帯補正等価騒音レベル）で定められているが、経年変化

の確認のため、旧環境基準である WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）も求め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 No.１ 大田市場     No.２ 中富小学校  No.３ 新仲七町会会館  

図２ 調査地点の状況 

 

(６) 羽田空港の滑走路別離着陸 

表２は、羽田空港の滑走路別離着陸の実施比率である。 

どちらの方向に離着陸を行うかは風向によって主に決められ、基本的に風上に

向かって行われる。また、優先滑走路方式によって原則的に行われないものがあ

る。 

令和３年度の滑走路の年間の使用頻度は、離陸ではＣ滑走路北向離陸（34RT）

が 30.2％、Ｄ滑走路北向離陸（05T）が 43.3％となっており、約 74％を占める。

着陸ではＡ滑走路北向着陸（34LL）が 52.6％、Ｃ滑走路北向着陸（34RL）が 19.5％

となっており、約 72％を占めている。 
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表２ 滑走路別離着陸 

 離 陸 着 陸 

北向き 南向き 北向き 南向き 

Ａ滑走路 
34LT 

0% 

16RT 

14.0% 

34LL 

52.6% 

16RL 

2.5% 

Ｂ滑走路 
04T 

0% 

22T 

3.9% 

04L 

0% 

22L 

15.1% 

Ｃ滑走路 
34RT 

30.2% 

16LT 

8.5% 

34RL 

  19.5% 

16LL 

4.9% 

Ｄ滑走路 
05T 

43.3% 

23T 

0% 

05L 

0% 

23L 

5.4% 

     

２ 調査結果 

（１）令和３年度 

令和３年度の各地点の月別測定結果は図３、表３のとおりであり、環境基準の適

合状況は、すべての地点、すべての月で基準を満たしている。これは滑走路の沖合

への展開により、内陸部への影響が低減されていること、また、新型コロナウィル

ス流行による航空機の欠航・減便が影響していると考えられる。 

 
図３  毎月の騒音発生状況の変化（Lden） 
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表３ 令和３年度月別騒音発生状況 

 

 

 

 



 7 

(２) 経年変化 

航空機騒音の評価方法は、従来 WECPNL であったが、環境基準の評価方法が改正

され、平成 25年度より Ldenとなった。区では平成 22年度から WECPNL と合わせ、

Ldenでも測定・評価を行っている。Ldenと WECPNLの経年変化を図４、図５、表４に

示す。 

    平和島測定局は建物解体のため、平成 27年２月に大田市場へ移設した。また、大

森第四小学校は改築工事のため、平成 27 年８月に中富小学校へ移設した。 

 
図４ Ldenの経年変化 

 

 
図５ WECPNLの経年変化 
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表４ 航空機騒音の経年変化 

 

 ※平成 25年 4月から航空機に関する環境基準は、WECPNL から Ldenとなった。大田区では平成 22年   

度から WECPNLの評価と並行して Ldenを求めており、平成 25年度以降の WECPNL は参考値とする。 
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また、羽田空港の滑走路の変遷は下記のとおりである。 

・昭和 63年７月２日に現Ａ滑走路の供用が開始された。 

・平成５年９月 27 日、主たる滑走路を旧Ｂおよび旧Ｃ滑走路から現Ａ滑走路に

変更された。 

・平成９年３月 27 日からそれまでの旧Ｃ滑走路を廃止し、現Ｃ滑走路の供用が

開始された。 

・現Ａ滑走路の北側離陸については基本的に使用しないことになった。 

・平成 12年３月 23日に現Ｂ滑走路の供用が開始された。 

・平成 22年 10 月 21日にＤ滑走路の供用が開始された。 

・平成 26年 12 月 11日にＣ滑走路が南側に延伸された。 

・令和２年３月 29日より新飛行経路の運用が開始された。 

  

離着陸機数の経年変化を表５に示す。 

  

表５ 離着陸機数の経年変化 

 

 

３ まとめ 

令和３年度の羽田空港を離発着する航空機騒音の調査結果は、全３局でそれぞれの

環境基準を達成していた。滑走路の沖合展開により、内陸部への影響は小さくなってい

る。平成 12年７月からは早朝に３便Ａ滑走路北側離陸左旋回（ハミングバード）が行

われるようになったが、平成 31年３月 31日をもって運用が廃止されている。 

ただし、平成 20年９月からは、航空標識“KAMAT”(矢口付近)を経由し西方面に向か

う内陸飛行が開始された。さらに、平成 22 年 10 月からはＤ滑走路の供用・24 時間運

用が開始され、段階的に発着便数が増加している。 

また、令和２年３月 29 日より、Ａ及びＣ滑走路の南向き着陸、Ｂ滑走路の南向き離

陸の運用が開始された。令和３年度は新型コロナウィルスによる航空機の減便の影響は

あるが、令和２年度より運用は増加している状況であることから、今後も継続して監視

を行う必要がある。 

 


